
 
 
 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案

要綱 
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一
頁

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

支
給
申
請
を
行
う
べ
き
期
限
の
規
定
の
改
正

未
支
給
失
業
等
給
付
、
就
業
手
当
、
再
就
職
手
当
、
就
業
促
進
定
着
手
当
、
常
用
就
職
支
度
手
当
、
移
転
費
、
広
域
求
職

活
動
費
、
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
、
高
年
齢
雇
用
継
続

基
本
給
付
金
、
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
、
育
児
休
業
給
付
金
、
介
護
休
業
給
付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
、

支
給
申
請
を
行
う
べ
き
期
限
を
経
過
し
て
も
支
給
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
き
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
規
定
を
削
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


